
 
無責任な猫の飼い方は 

やめてください！！ 
本宮市荒井地内で「多数の猫が放し飼いされてお

り、庭や玄関に糞尿をされ、車も傷つけられて大変迷惑して

いる」との苦情が寄せられています。猫の飼い主には人に

迷惑をかけない飼い方をするよう努力する法律上の義務が

あります。 

さらに、猫がみだりに繁殖して不適正飼養にならないよう手

術等により繁殖制限をする義務もあります。 

●猫を放し飼いにすることは絶対にやめてください 

●猫に餌を与える場合は野良猫が集まってこないよ

う、屋内で行ってください 

●猫が多すぎて屋内で飼えない場合には、もらい手を

探して数を減らしてください（捨てることは犯罪です） 

●もらい手がどうしても見つからない場合には福島県

動物愛護センターに相談してください 

【福島県動物愛護センター】 
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